
中学生以下
の方の場合

親権者・保護者同伴でなければ買取はできません。

以下の3点をご用意ください。

ご自身の本人確認証（※ご本人確認書類参照）
※マイナンバー通知カードは本人確認証として使用できません。

※中古トレーディングカードにつきましては、中学生のお客様も親権者・保護者の方の同意書と本人確認証があれば
　買取させていただきます。但し、親権者・保護者の方への電話確認が必要となります。

親権者・保護者の方はご本人確認証（※ご本人確認書類参照）をお持ちください。

・買取同意書…親権者・保護者の方が直筆にてご記入の上、捺印（シャチハタ以外）をお願いします。
・ご自身（店頭にお越しいただく方）のご本人確認証（※ご本人確認書類参照）
・親権者・保護者の方への電話確認（連絡がつかないと買取はできません）

※ボールペンなどで記入してください。（鉛筆不可）※親権者・保護者の方が全ての項目について直筆でのご記入をお願いします。（シャチハタ以外のハンコで押印ください）

親権者・保護者として品物を売ることを承諾します。
親権者・保護者

お名前
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お越しいただく方

お名前
ご住所

生年
月日

続柄

※ご本人確認書類
ご本人様確認書類は以下のいずれかの書類で 氏名、生年月日、現住所が記載されている有効期限内の原本 が必要です。
●運転免許証・運転経歴証明書
●各種健康保険証
●パスポート（旅券）　※2020年2月3日以前に申請し発行されたもののみ有効
●各種福祉手帳
●学生証
●年金手帳
●住民基本台帳カード
●マイナンバーカード（個人番号カード）　※マイナンバー通知カードは本人確認証として使用できません。
●住民票の写し　※発行日から3か月以内の原本またはコピー


